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第１章 指定開発行為の概要 
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1. 指定開発行為の概要 

1.1 指定開発行為者等 

【指定開発行為者】 

名 称：川崎市 

代表者：川崎市長  福田 紀彦 

住 所：神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 

 

【鉄道事業者】 

名 称：京浜急行電鉄株式会社 

代表者：代表取締役社長  川俣 幸宏 

住 所：神奈川県横浜市西区高島一丁目２番８号 

 

1.2 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：京浜急行大師線連続立体交差事業 １期②区間鈴木町すり付け部 

種 類：鉄道若しくは軌道の新設又は線路の改良（第３種行為） 

 

1.3 指定開発行為を実施する区域 

川崎市川崎区の京急川崎駅から小島新田駅を結ぶ京浜急行大師線のうち、川崎市環境影

響評価に関する条例（以下「環境影響評価条例」という。）の対象区間は、図 1.3-2 に示

すとおり、鈴木町駅から川崎大師駅付近（鈴木町すり付け部）の約 0.5km である。 

なお、環境影響評価条例の対象区間及び周辺の使用する用地（工事用ヤード、仮道、仮

線、仮駅舎等）を含めた範囲を「事業区域」と位置付け（図 1.3-2 参照）、事業区域にお

ける指定開発行為を「本事業」と位置づける。 

 

事業区域の位置：川崎市川崎区鈴木町二番地～川崎市川崎区大師駅前一丁目 

事業区域の概況：用途地域は準住居地域、商業地域及び工業地域 

        川崎大師駅付近で交差する形で一般国道 409 号が線路に並走 

 

※京浜急行大師線における連続立体交差事業について 

川崎市では、京浜急行大師線の鈴木町駅から小島新田駅間の約 2.4km 区間を連続

立体交差化（地下化）することにより、10 箇所の踏切を除却する京浜急行大師線連

続立体交差事業（以下「全体事業」という。）を進めている。 

このうち、本事業は、事業区域において、地下構造となる川崎大師駅から地上部

の鈴木町駅手前ですり付けるものである。 

 

 

※注）連続立体交差事業は、道路
と鉄道を立体交差する「都市計画
法」に規定する都市計画事業であ
り、都市計画事業施行者の川崎市
が、鉄道事業者である京浜急行電
鉄の協力を得て行うものです。 
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出典：川崎市道路整備課提供資料 

図 1.3-1 現況写真 

 

川崎大師駅 

鈴木町駅 

東門前駅 

凡例 

     本事業の路線位置 

     全体事業の路線位置 

大師橋駅 

小島新田駅 
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図 1.3-2 事業区域位置図 

事業区域 
L=0.6km 

この地図は、川崎市発行の 1：2,500 地形図（羽田本町・大師・池上新田・六郷・六郷橋・川崎）を使用したものである。 

川崎区 

東京都 

大田区 
中原区 

幸区 

横浜市 

港北区 

横浜市 

鶴見区 

事業区域 

広域図 

環境影響評価条例 
対象区間 
L=0.5km 
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1.4 指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び内容 

1.4.1 目的、事業立案の経緯等 

(1) 目的 

全体事業は、道路と鉄道の交差部が連続する鉄道の一定区間を地下化する連続立体交

差事業であり、踏切道の除却及び道路の立体交差化を行うことを目的としている。これ

により、踏切に起因する事故や渋滞を解消することで地域交通の安全性・円滑性等の向

上を図るとともに、分断された地域の一体化による生活利便性の向上を図り、誰もが安

心して暮らしやすく、災害に強いまちづくりを推進するものである。 

また、令和４年３月に策定した『川崎市総合計画 第３期実施計画』及び平成 29 年

３月に改定した『川崎市都市計画マスタープラン 全体構想』において、渋滞緩和、踏

切事故の解消、分断された地域の一体化による利便性の向上に向けた事業として位置付

けている。 

なお、環境影響評価の対象となる本事業においては、事業のうち鈴木町駅から川崎大

師駅付近までの区間の地下化が対象となる。 

  

(2) 事業立案の経緯等 

平成５年６月に大師線では、京急川崎駅から小島新田駅までの延長約５キロメートル

において、一部ルートを変更し、ほぼ全線を地下化することにより、15 箇所ある踏切

のうち 14 箇所を除却する計画として都市計画決定を行い、平成６年３月に都市計画事

業認可を取得して連続立体交差事業に着手した（表 1.4-1 参照）。 

その後、費用対効果や取り巻く社会経済状況の変化などを総合的に鑑みて、平成 29

年 10 月に「川崎市公共事業評価審査委員会」において、川崎大師駅から小島新田駅間

の１期区間については「継続」、京急川崎駅から川崎大師駅間の２期区間については「中

止」とする対応方針を審議し、妥当であるとの具申を得た。 

これを踏まえ、平成 29 年 11 月に、１期区間の「継続」、２期区間の「中止」の方針

を公表した（表 1.4-2 参照）。 
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令和７年３月に、１期①区間（東門前駅～小島新田駅間）の工事が完成した。都市計

画の経緯は表 1.4-1 に、全体事業の経緯は表 1.4-2 に示すとおりである。 

 

※1 ボトルネック踏切：交通量が多く、渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切 

※2 川崎大師駅に隣接する⑤と⑥は共に一方通行路であり、踏切自動車交通遮断量の和が自動車ボトルネ

ック踏切の基準に相当 

図 1.4-1 全体事業の経緯 
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表 1.4-1 都市計画の名称等 

 

表 1.4-2 全体事業の経緯 

 

 

項目 内容 

都市計画の名称 川崎都市計画都市高速鉄道京浜急行大師線 

事業区間 川崎区駅前本町地内～川崎区田町 2 丁目地内（京急川崎駅～小島新田駅） 

都市計画決定 平成５年６月８日（神奈川県告示第 595 号） 

年月 内容 備考 

平成４年９月 環境影響評価実施 京急川崎駅～小島新田駅 

平成５年６月 都市計画決定 京急川崎駅～小島新田駅 

平成６年３月 都市計画事業認可取得 京急川崎駅～小島新田駅 

平成 15 年３月 都市計画事業認可の変更 
事業期間の延伸 
（平成６年３月 29 日～平成 28 年３月 31
日） 

平成 18 年２月 １期①区間工事着手 
１期①区間 
（東門前駅～小島新田駅） 

平成 28 年３月 都市計画事業認可の変更 

事業期間延伸（平成６年３月 29 日～平成
37 年３月 31 日）、２期区間事業休止、区
域変更（川崎区大師駅前２丁目地内～川崎
区田町２丁目地内） 

平成 29年 11月 
川崎市公共事業評価審査委員会の
審議を踏まえた対応方針を公表 

１期区間「事業継続」 
２期区間「中止」 

平成 31 年３月 １期①区間の地下運行開始 東京大師横浜線立体化完成 

令和５年２月 
川崎市公共事業評価審査委員会の
審議を踏まえた対応方針を公表 

１期区間全体「事業継続」 
１期②区間 「工事着手は検討継続」 

令和７年１月 
１期②区間の検討結果及び今後の
取組方針を公表 

１期②区間の令和８年度の工事着手に向
けて、必要な都市計画等の手続きを進める
等 

令和７年３月 １期①区間の工事完成 東門前駅～小島新田駅 

令和７年３月 都市計画事業認可の変更 
事業期間延伸 
(平成６年３月29日～令和21年３月31日) 
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令和７年度現在における全体事業の進捗状況は、図 1.4-2 に示すとおりである。事

業効果の早期発現に向けて、東京大師横浜線を優先的に立体化するため、平成 18 年か

ら段階的整備区間として１期①区間（小島新田駅～東門前駅間）の工事を開始した。本

区間は工事が完了し、平成 31 年３月から地下での運行を開始している。 

地下化前後の東京大師横浜線付近の状況は図 1.4-3 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-2 １期①区間（小島新田駅～東門前駅）の位置及び詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-3 京浜急行大師線と東京大師横浜線の交差部の状況 

大師橋駅（旧産業道路駅） 

１期①区間（段階的整備区間） 

鈴木町すり付け 

※未着工 ※工事完了 

本事業の区間 環境影響評価 

実施済みの区間 

（平成４年） 

一般国道 409号 
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一方、１期②区間（東門前駅～鈴木町駅間）は未着工となっており、今後は、１期②

区間（東門前駅～川崎大師駅、川崎大師駅～鈴木町駅）について工区分けを行い、工事

を進める計画である。なお、東門前駅～川崎大師駅間は平成４年に環境影響評価が実施

済みの区間となり、今回の環境影響評価の対象区間は、川崎大師駅～鈴木町駅間となる。 

 

(3) 事業計画の策定段階における環境配慮の内容 

事業計画の策定段階における環境配慮の内容は、以下に示すとおりである。 

 

1) 踏切の除却による環境配慮 

・渋滞の解消を行うことで、道路交通の円滑化による利便性の向上、地球温暖化

の防止及び省エネルギー化に配慮した。 

・踏切事故の解消による安全性の向上に配慮した。 

・発災時の円滑な避難や物資輸送など防災力の向上に配慮した。 

2) 連続立体交差化による環境配慮 

・駅の地下化にあたっては、エスカレーター、エレベーターの設置等、バリアフ

リー化に配慮した。 

・地域分断の解消による地域の一体化の促進に配慮した。 

・坑口部に浸水防止壁を設置し、多摩川の水害時に駅舎部へ水が入り込まないよ

うにする計画とした。 

3) その他の環境配慮 

・新設する駅舎に断熱材を使用して断熱性能を向上することで、省エネルギー化

を図り地球温暖化の抑制に努める。 

・新設する駅舎には節水型水洗便所等を設置するなどし、節水に努める。 

・新設する駅舎に太陽光パネルを設置することで、温室効果ガスの排出削減に努

める。 

・新設する駅舎は、「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」において緑

化協議の対象となる建築物であるため、関係者と協議のうえ、緑化を実施する。 

・事業区域は軟弱地盤上に位置するため、地盤の緩い箇所では必要に応じて地盤

改良等の軟弱地盤対策を行う。 

 

※なお、連続立体交差事業に伴う京浜急行大師線地上部については、京浜急行電鉄株式

会社等と連携し、取組について調整を進めていく。 
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1.4.2 事業概要 

(1) 事業計画の概要 

事業計画の概要は、表 1.4-3 に示すとおりであり、全体事業区間約 2.4km のうち本

事業の環境影響評価条例の対象区間は約 0.5km となる。 

表 1.4-3 事業計画等の概要 

 
(2) 鉄道構造の概要 

鈴木町駅から小島新田駅の区間は、図 1.4-4 に示すとおりである。 

鈴木町駅から川崎大師駅付近にかけては地下に移行し、地下及び掘割構造となる。 

川崎大師駅から東は地下構造が続き、大師橋駅から小島新田駅にかけて地下及び掘割

構造となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-4（1） 概略平面図 

 

 

 

図 1.4-4（2） 概略断面図 

項目 内容 

事業名 京浜急行大師線連続立体交差事業 １期②区間鈴木町すり付け部 

事業区間 
全体事業：鈴木町駅から小島新田駅 

本 事 業：鈴木町駅から川崎大師駅付近 

事業延長 
全体事業：約 2.4km 

本 事 業の環境影響評価条例の対象区間：約 0.5km 

除却踏切数 
全体事業：10 箇所 

本 事 業：２箇所 

地下化する 

駅数 

全体事業：３駅（川崎大師駅、東門前駅、大師橋駅） 

本 事 業：１駅（川崎大師駅） 

京急川崎駅方面 

国道 409 号 
県道東京大師横浜線 

産業道路 
第 4 踏切道 小島新田駅 

大師橋駅 東門前駅 川崎大師駅 

鈴木町駅 東門前駅 川崎大師駅 

至 京急川崎駅 

川崎大師第１踏切 
 

 

鈴木町第１踏切 

東門前駅 大師橋駅 

小島新田駅 

事業区域（L=0.6km） 

現状の路線            事業区域 
環境影響評価条例の対象区間    除去踏切 

東京大師横浜線 
一般国道 409 号 

一般国道 409号 

1 期事業区間 

工事延長約 2400ｍ 

1 期①区間 1 期②区間 

環境影響評価条例の 
対象区間 
（L=0.5km） 

鈴木町駅 
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1) 一般部 

事業区域の一般部の構造は、図 1.4-5(1)、(2)に示すとおりであり、地下に移行

する区間は掘割構造及び地下構造である。平面上の各構造の区間は図 1.4-6 に示

すとおりである。 

なお、地下化後の地上部の土地利用計画については未定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-5 (1) 断面図（掘割構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-5(2) 断面図（地下構造） 

 

 

図 1.4-6  平面図（堀割、地下構造） 

1：300 

1：300 

地下構造部 

約 11ｍ 

約 9ｍ 

約
8ｍ

 

約
8ｍ

 

約 11ｍ 

掘割構造 地下構造 

＋：列車走行位置 

鈴木町駅 川崎大師駅 
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2) 駅部 

駅部の構造は、表 1.4-4、図 1.4-7(1)～(3)に示すとおりである。駅の構造につい

ては、地下式で相対式ホームを計画している。 

昇降設備については、利用者の利便性、快適性の向上を図るとともに地下ホーム

から地上の改札口まで、エスカレーター、エレベーターを設置し、バリアフリーに

対応する。その他、利用者が円滑に移動できる経路や標識、視覚障害者誘導用の点

字ブロックを適切に配置し、混雑時の安全性の確保や利便性の向上に努める。 

浸水防止対策については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成 13

年 12 月 25 日 国土交通省令第 151 号）に定められているとおり、施設の状況に応

じた浸水防止設備及び必要な排水量に応じた排水設備を設ける計画とする。 

 

表 1.4-4 駅の構造及びプラットホーム形式 

※相対式ホーム：上下線の線路を挟むように設置された２つの片面ホームのこと。一方、一つのホームの両

側を線路が挟むように配置された構造を島式ホームという。 

 

表 1.4-5 建築計画概要（川崎大師駅） 

区分 建築面積 延べ面積 構造 階数 建物高さ 

計画建物 約 2,000m2 約 2,550m2 鉄骨造 地上２階 約 13ｍ 

敷地面積 約 3,100m2 

建蔽率 約 65％ 

容積率 約 80％ 

※上記の諸元は現在の計画に基づくものであり、今後変更する可能性がある。 

 

 

駅名 駅構造形式 ホーム形式 ホーム長 ホーム幅員 駅舎の地上高 

川崎大師駅 地下式 相対式 約 110ｍ 約８ｍ～10ｍ 約 13ｍ 
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図 1.4-7 (1) 駅部縦断面図（川崎大師駅部） 

※上記の図は現在の計画に基づくものであり、地上部分は 2 階建への変更を想定しているが、詳細につい

ては未定である。 

 

 

 

図 1.4-7 (2) 駅部横断面図（川崎大師駅部） 

※上記の図は現在の計画に基づくものであり、詳細については未定である。 

 

図 1.4-7 (3) 駅部平面図（川崎大師駅部） 

※上記の図は現在の計画に基づくものであり、詳細については未定である。 

約 115ｍ 

約 28ｍ 

約
13

ｍ
 

 

H-H断面 

   ：地上部の駅舎位置 

   ：地下部も含めた駅舎位置 

H-H断面 

約 69ｍ 

約
28

ｍ
 

約 115ｍ 

約 79ｍ 
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(3) 運行計画 

令和６年 11 月時点の京浜急行大師線の運行計画は表 1.4-6 に示すとおりである。平

日は、朝夕ピーク時に５分間隔、オフピーク時に 10 分間隔で運行している。休日は、

ピーク時、オフピーク時の区分けがなく、概ね 10 分間隔で運行している。 

表 1.4-6 運行計画の概要 

注）令和６年 11 月改正 

(4) 除却される踏切 

除却される踏切の諸元は表 1.4-7、除却される踏切位置は図 1.4-8 に示すとおりであ

る。本事業により除却される踏切は２箇所である。 

表 1.4-7 除却踏切の諸元概要 

踏切道名称 道路名 幅員 

踏切遮断時間 交通量 踏切交通遮断量 踏切種別 

法指定 ピーク時 1日当り 自動車 二輪車 自転車 歩行者 自動車 歩行者等 自動車 

BN 

歩行者 

BN 分 時間 台/日 台/日 台/日 人/日 台時/日 台人時/日 

鈴木町第１ 鈴木町１号線 14.0ｍ 27 5.3 6,858 429 1,692 441 36,347 11,305 ※  ○ 

川崎大師第１ 一般国道409号 25.0ｍ 18 4.4 8,957 583 1,326 3,833 39,411 22,700 ※ ○ ○ 

注１）自動車ボトルネック（BN）踏切：一日の踏切自動車交通遮断量が５万台時／日以上の踏切 

注２）歩行者ボトルネック（BN）踏切：一日の踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和が５万台（人）時／日
以上かつ一日の踏切歩行者等交通遮断量が２万台人時／日以上の踏切 

注３）踏切自動車交通遮断量：自動車交通量に踏切遮断時間を乗じた値 

注４）法指定：踏切道改良促進法に指定される踏切 

※川崎大師駅に隣接する「鈴木町第１踏切」と「川崎大師第１踏切」は共に一方通行路であり、踏切自動車交通遮断量の和が
自動車ボトルネック踏切の基準に相当 

出典：「川崎市建設緑政局 まちづくり委員会資料」（令和７年１月調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1.4-8 除却される踏切位置 

項目 内容 

編成車両数 ４両編成（18ｍ／両） 

運転方法 上り線１線、下り線１線 

運転本数 

平日 終日 133 本（上り）、134 本（下り） 
ピーク時：11 本／時 
オフピーク時：６本／時 

休日 終日 104 本（上り、下りで同数） 
６本／時 

列車速度 設計最高速度 80km/ｈ 

鈴木町第１踏切 

川崎大師第１踏切 

   ：本事業の路線位置 

１：１０,０００ 

Ｎ ：除却される踏切 

1 期②区間（Ｌ＝１.２km） 
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1.4.3 公害防止計画 

(1) 大気汚染 

本事業では、大気質に関して、「大気汚染防止法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保

全に関する条例」に規定される大気汚染に係る施設の設置はない。 

 

(2) 水質汚濁 

本事業では、水質汚濁に関して、「水質汚濁防止法」及び「川崎市公害防止等生活環境の

保全に関する条例」に規定される水質汚濁に係る施設の設置はない。 

 

(3) 騒音、振動 

本事業では、騒音に関して、駅舎において「騒音規制法」及び「川崎市公害防止等生活

環境の保全に関する条例」に規定される施設を設置するため、周辺環境への影響を軽減す

るための騒音対策を講じる。また、振動に関して、「振動規制法」及び「川崎市公害防止等

生活環境の保全に関する条例」に規定される振動に係る施設の設置はない。 

 

(4) 悪臭 

本事業では、悪臭に関して、「悪臭防止法」に規定される悪臭物質を取り扱う計画はない。

また、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に規定される悪臭に係る施設の設

置はない。 

 

(5) 土壌汚染 

本事業では、土壌汚染に関して、「土壌汚染対策法」及び「川崎市公害防止等生活環境の

保全に関する条例」を遵守し、供用する施設においては土壌汚染の原因となる物質は使用

しない。 

 

(6) 地盤沈下 

本事業では、既工事区域（東門前駅～小島新田駅）を参考に地盤沈下対策を講じるため、

地盤沈下の影響は生じる恐れはない。 
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1.4.4 供給施設計計画 

(1) 給水施設計画 

駅部への上水は、既設配水管から新規に設置する引き込み管により、供給を受ける計

画である。 

 

(2) 電気供給計画 

駅部は既設の電気ケーブルへ新規に接続し、供給を受ける計画である。 

 

1.4.5 排水施設計画 

駅部の雨水及び汚水の排水及び線路部の雨水排水については、新規に公共下水道（合流

式）に接続し放流する計画である。 

 

1.4.6 付属施設計画 

安全設備として、鉄道信号機、保安装置（自動的に減速・停止するシステム）等を設置

する。 

駅部では、利用者の利便性、快適性の向上及び移動円滑化や安全に係る設備として、転

落防止用のホームドアを設置するとともに、昇降設備のエレベーターの設置や、視覚障害

者誘導用の点字ブロック等を設置する計画である。 

 

1.4.7 廃棄物処理計画 

発生した廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の許可を受けた業者等に委託

して、適正に処理する計画である。 

 

1.4.8 防・消火計画 

防火安全対策は、「消防法」、「建築基準法」、「鉄道営業法」に基づき計画する。計画線の

周辺にある既設の消火栓により消防水利を確保する計画である。 
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1.5 工事計画 

1.5.1 工事工程 

工事工程は、表 1.5-1 に示すとおりである。 

工事着手から完了までの期間は概ね 13 年を計画している。なお、各区間の工事着手時

期は同時期である。 

 

表 1.5-1 工事工程（本事業区域（アセス対象区域）） 

着工からの年数 

項目 
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10 年目 11 年目 12 年目 13 年目 

鈴
木
町
駅
～
川
崎
大
師
駅
間
工
事 

準備工              

仮土留め壁工および工事桁架設工              

仮線切替工              

作業ヤード整備工、工事桁架設工              

仮土留め壁工              

底盤改良工、掘削工              

躯体構築工              

線路切替工､工事桁撤去工､仮設設備撤去工              

撤去工、用地整備工、片付け工              

川
崎
大
師
駅
工
事 

準備工、仮設道路工              

仮土留め壁工および工事桁架設工              

仮線駅舎・ホーム工、仮線切替工              

作業ヤード整備工、工事桁架設工              

用地整備工              

仮土留め壁工              

底盤改良工、掘削工              

躯体構築工、建築工事              

線路切替工､工事桁撤去工､仮設設備撤去工              

撤去工、用地整備工、片付け工              

表 1.5-2 工事工程（隣接区域（アセス実施済み区域）） 

着工からの月数 

項目 
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10 年目 11 年目 12 年目 13 年目 

川
崎
大
師
駅
～
東
門
前
駅
間
工
事 

準備工              

構内踏切部工事桁架設工              

仮駅舎、改札および便所新設工              

ホーム仮架設化              

仮土留めおよび工事桁架設工              

土留支保工              

底盤改良工、掘削工              

躯体構築工、線路切替工              

撤去工、用地整備工、片付け工              

建築工事              
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1.5.2 施工計画 

本事業における工種別の主要建設機械は、表 1.5-3 に示すとおりである。 

本事業では、開削工法による地下化を計画している。また、工事にあたっては、仮線工

法を採用する。 

なお、仮線工法とは、別に建設する仮の線路（以下、「仮線」という。）に線路を切り替

え、空けた現在線敷地の地下に線路を建設する工法である。 

表 1.5-3 工種別主要建設機械（本事業区域（アセス対象区域）） 

 

工種 主要建設機械（規格） 

鈴

木
町
駅

Ⅰ
川
崎

大
師
駅

間
工
事 

 

準備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～120ｔ） 

仮土留め壁工および工事桁架設
工 

バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ）、油圧式圧入引抜機（255kN）、杭打ち機
（131kN）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW）、 
コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

仮線切替工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ） 

作業ヤード整備工、工事桁架設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ）、空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、 
ボーリングマシン（18.5kW）、コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、 
コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

仮土留め壁工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～120ｔ）、 
コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

底盤改良工、掘削工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ボーリングマシン 

躯体構築工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ） 

線路切替工、工事桁撤去工、仮設
設備撤去工 

クローラークレーン（4.9～25ｔ）  

撤去工、用地整備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ） 

川
崎
大

師
駅
工

事 
 

準備工、仮設道路工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、ロードローラー（10ｔ）、 
タイヤローラー（８～20ｔ）、モーターグレーダー（3.1ｍ）、 
アスファルトフィニッシャー（2.3～６ｍ） 

仮土留め壁工および工事桁架設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～120ｔ）、 
油圧式圧入引抜機（255kN）、杭打ち機（131kN）、ボーリングマシン（18.5kW） 

仮線駅舎・ホーム工、仮線切替工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ）、ボーリングマシン（18.5kW） 

作業ヤード整備工、工事桁架設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t） 

用地整備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～120ｔ）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
杭打ち機（131kN）、空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、 
ボーリングマシン（18.5kW）、コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、 
コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

仮土留め壁工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW） 

底盤改良工、掘削工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW） 

躯体構築工、建築工事 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ）、ボーリングマシン（18.5kW） 
、コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

線路切替工、工事桁撤去工、仮設
設備撤去工 

クローラークレーン（4.9～25ｔ） 

撤去工、用地整備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ） 
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表 1.5-4 工種別主要建設機械（隣接区域（アセス実施済み区域）） 

 

工種 主要建設機械（規格） 

川
崎
大
師
駅
～
東
門
前
駅
間
工
事 

準備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ） 

構内踏切部工事桁架設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ） 

仮駅舎、改札および便所新設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ） 

ホーム仮架設化 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ） 

仮土留めおよび工事桁仮設工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
杭打ち機（131kN）、空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、 

ボーリングマシン（18.5kW）、コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、 
コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

土留支保工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW）、 

コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 
底盤改良工、掘削工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 

クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW）、 

コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 
躯体構築工、線路切替工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 

クローラークレーン（4.9～25ｔ、100～125ｔ）、 
オールテレーンクレーン（100～160t）、油圧式圧入引抜機（255kN）、 
空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、ボーリングマシン（18.5kW）、 
コンクリートミキサー車（７ｍ3/ｈ）、コンクリートポンプ車（45ｍ3/ｈ） 

撤去工、用地整備工 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
油圧式圧入引抜機（255kN）、空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、 
ボーリングマシン（18.5kW） 

建築工事 バックホウ（0.1～0.8ｍ3）、ラフタークレーン（16～50ｔ）、 
油圧式圧入引抜機（255kN）、空気圧縮機（3.45～21.7ｍ3/min）、 
ボーリングマシン（18.5kW） 
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工事方法は、現在線の北側に仮線を敷設するため、川崎大師駅北側の鈴木町１号線、中

瀬１号線の代替となる仮道を整備し、仮線及び仮駅を設置のうえ現在線から切り替え、現

在線跡地に計画線の掘割及び地下構造物を構築し、仮線から計画線に切り替える。 

事業区域の施工ステップ図は図 1.5-1 に示すとおりである。 

 

※川崎大師駅周辺の道路の整備については、別事業で計画している。 

図 1.5-1 施工ステップ図（事業区域） 

鈴木町１号線 

中瀬１号線 

STEP01 
・道路の移設 

STEP02 
・仮線、仮駅の設置 
・現在線から仮線への切り替え 

STEP04 
・完成図 

STEP03 
・計画線の構築 
・仮線から計画線への切り替え 
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事業区域（掘割構造部）の施工ステップ図は図 1.5-2 に、駅部の施工ステップ図は図 

1.5-3 に示すとおりである。 

 

 

図 1.5-2 施工ステップ図（掘割構造部） 

STEP01 
・道路の移設 

STEP02 
・仮線、仮駅の設置 
・現在線から仮線への切り替え 

STEP03 
・計画線の構築 
・仮線から計画線への切り替え 

STEP04 
・完成図 
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図 1.5-3 施工ステップ図（駅部：川崎大師駅） 

 

STEP01 
・道路の移設 

STEP02 
・仮線、仮駅の設置 
・現在線から仮線への切り替え 

STEP03 
・計画線の構築 
・仮線から計画線への切り替え 

STEP04 
・完成図 

（ 仮道 ） 

（ 仮道 ） 
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1.5.3 工事管理計画 

(1) 工事時間帯 

工事時間帯は、月曜日から土曜日までの８時から 18 時までを基本とし、作業の性質

から線路に近接する作業や周辺交通への配慮から夜間工事や日曜・祝日に工事を行う場

合には、近隣民家への影響（騒音・振動）を低減するため、極力夜間作業を少なくなる

ような工事計画や極力騒音・振動の発生の少ない作業を行う。 

工事計画に変更が生じた場合には事前に周知を行い、周辺環境に配慮しつつ工事を行

う。 

 

(2) 管理体制 

事業者及び工事施工者を中心とした管理体制を整えるとともに、近隣住民へはチラシ、

説明会、ホームページ等により周知、工事に関する周辺との調整事項については、現場事

務所を設置し対応する。 

 

(3) 工事用車両台数と走行ルート 

本事業の工事実施にあたり、工事期間中の搬出入車両ピーク時の１日あたりの工事用車

両台数は、工事開始後 85 ヵ月目の昼間に大型車が 17 台/日（片道）、小型車が 5 台/日（片

道）が、夜間に大型車が 12 台/日（片道）、小型車が 5 台/日（片道）がそれぞれ走行する

計画である。 

仮線用地を含めた本事業の事業区域及び工事用車両の走行ルートは、図 1.5-4 に示すと

おりである。なお、工事用車両が周辺道路の路肩で待機することのないよう、待機場所を

確保する。 

 

(4) 施工ヤード 

施工ヤードは、図 1.5-4 に示す事業区域内に確保する予定であるが、詳細な位置は、今

後、関係者と協議のうえ決定する。 
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図 1.5-4 工事用車両走行ルート 

この地図は、川崎市発行の 1：2,500 地形図（羽田本町・大師・池上新田・六郷・六郷橋・川崎）を使用したものである。 
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(5) 工事中の環境保全対策 

工事の週間日程ならびに作業内容を周辺住民へ掲示により周知し、環境に配慮した工事

を行うこととし、周辺住民や来訪者等への影響に配慮した取組について、施工実施前に

工事計画を作成する。 

工事中の環境保全対策としては、次の事項を実施する。 

 

1) 保安対策 

危険防止対策として、工事を行う区域に対して、仮囲いを設置する。 

 

2) 交通安全対策 

工事用車両の出入口及び待機場所は、事業区域内に設けた施工ヤードを利用する。 

工事用車両の運行に際しては、工事用車両の運転者に対して、法定速度の遵守の

徹底、安全運転、路上駐車の禁止等について、交通規制に関する指導を行い、緊急

車両及び近隣住民の日常生活に著しい影響を及ぼすことのないよう安全確保を図る。 

工事中の交通流が現在の交通流と大きく変わらないよう、概ね現在の踏切と同位

置に仮設の踏切を設置し、現在と同様の車両動線を確保する計画とした。 

 

3) 排出ガス及び騒音・振動対策 

工事中に使用する建設機械には、可能な限り最新の排出ガス対策型の建設機械等

を使用するとともに、効率的な配備や運転操作を実施して排出ガス及び騒音・振動

を低減する。 

資材運搬車両については、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に定

められている環境に配慮した運搬制度“エコ運搬制度”に基づき、エコドライブの

実施及び低公害・低燃費車両の使用に努める。 

工事用車両は、可能な限り特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的な運

行管理を行う。 

 

4) 粉じん対策 

工事中は、粉じん対策として、散水やシートの展張により粉じんの飛散を防止す

る。 

また、工事用車両の退出の際には必要に応じてタイヤ洗浄を行い、周辺道路の汚

損を防止するとともに、道路清掃を適宜行う。 
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5) 廃棄物等処理 

発生する廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に

基づいて適正にリサイクルを行うとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

及び「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づいて適正に処理及び処分を

行う。 

建設発生土については、極力、周辺の公共事業等への有効利用を図るとともに、

汚泥が発生した場合は適切に処理する。 

 

6) 水質汚濁対策 

掘削工事の施工にあたっては、必要に応じて止水性の高い土留壁や地盤改良など

適切な工法を用いる。 

排水については、地下水はポンプでくみあげ、ノッチタンクで不純物を取り除き、

水質（pH、SS）を確認後、「川崎市下水道条例」で定められた排除基準に適合する

場合には、公共下水道（合流式）に接続のうえ放流し、適合しない場合には、適正

に濁水処理を行ったのち放流する計画である。 

 

7) 土壌汚染対策 

工事の実施前に「土壌汚染対策法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関

する条例」に則り、所要の手続きを適正に実施する。 

汚染土壌を場外に搬出する場合は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂

第 4.2 版）」（令和６年４月 環境省）を遵守し、汚染土壌の場外拡散を生じないよ

うシートで覆う、搬出車両のタイヤ・車体を搬出前に洗浄する等の、適正な運搬を

確保する。 

 

8) 石綿対策等 

解体建物の石綿については、使用の有無を調査し、石綿を含有する建材が明らか

になった建物の解体工事にあたっては、「大気汚染防止法」（昭和 43 年 12 月 環境

省）、「石綿障害予防規則」（平成 17 年７月 厚生労働省）及び「川崎市建築物等の

解体等作業におけるアスベストの飛散防止ガイドライン」（令和７年３月 川崎市）

に基づき、所要の手続きを適正に実施し、飛散防止対策を実施する。 
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9) 地盤沈下 

事業の実施により地盤沈下が生じる可能性があることを考慮した上で、地盤を考

慮した適切な構造・工法を検討し、採用する。また、必要に応じて地盤改良などの

対策工法を行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 周辺地域の概況及び環境の特性
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2. 周辺地域の概況及び環境の特性 

2.1 周辺地域の環境の特性 

2.1.1 立地特性 

事業区域及びその周辺は、人工地形である盛土地となっており、事業区域の北側には河原が、

事業区域の南側及び東側には低地の微高地である自然堤防が分布している。 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、事業区域の北側は主

に軽工業用地や運搬施設用地が、東側、南側、西側には住宅等が存在する状況となっている。 

 

2.1.2 環境の特性 

事業区域及びその周辺の概況を踏まえ、「地域環境管理計画」の大項目に沿って環境の特性を

表 2.1.2-1(1)、(2)に示すとおり整理した。 

 

表 2.1.2-1(1) 周辺地域の環境の特性 

項目 周辺地域の環境の特性 

環
境
の
特
性 

地球環境 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっている。

事業区域周辺は、主に軽工業用地や住宅用地等がみられ、著しい温室効果ガ

ス発生の原因となる施設はない。 

大気 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、

大気質に著しい影響を及ぼす施設は存在しない。また、事業区域に最も近い

一般局の大師測定局における令和６年度の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の測定結果は、いずれも環境基準を達成している。 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、

著しい悪臭を発生させる施設等は存在しない。また、事業区域の北側は主に

軽工業用地、運搬施設用地等、南側は住宅用地等が存在しているが、著しい

悪臭は感知されない。 

水 

事業区域及びその周辺の水象の状況は、主要な河川として事業区域の北側

に一級河川である多摩川が位置している。 

事業区域周辺の公共用水域水質測定地点である多摩川（大師橋）の pH、

BOD、SS 及び DO の測定結果をみると、いずれの項目も過去５年間（令和元

～令和５年度）にわたって河川Ｂ類型の環境基準に適合している。 

事業区域及びその周辺に湧水及び海域は存在しない。 

地盤 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっている。

また、事業区域周辺の土地利用現況は、住宅用地、軽工業用地等となってお

り、事業区域の北側には主に工場や事業所等が存在し、南側には住宅等が存

在しているが、地下水の汲み上げを行う施設は存在しない。 

事業区域周辺における令和２～令和６年度の水準基標の変動は、環境省が

地盤沈下の監視目安としている年間沈下量 20mm 以上に対し、-5.1～+6.4mm

となっており、いずれの地点においてもこれを下回っている。 

川崎大師駅付近は、地面から地下約 38mまで砂やシルトを主体とする地盤

となっており、約 38mから約 42mまでは軟岩や礫が主体の固い地盤が存在し

ている。孔内水位は 2.5mである。 

土壌汚染 

要措置区域は事業区域及びその周辺には存在しない。形質変更時要届出区

域は、事業区域内には存在しないが、事業区域周辺には計６ヵ所存在する。

また、事業区域及びその周辺における「川崎市公害防止等生活環境の保全に

関する条例」に基づく土壌調査の結果、汚染区域は事業区域内には存在しな

いが、事業区域周辺には７ヵ所の汚染区域が確認された。 

騒音・振動 

・低周波音 

事業区域及びその周辺の主な騒音及び振動の発生源としては、現状の京浜

急行大師線の路線及び一般国道 409号の道路交通等があげられる。 
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表 2.1.2-1(2) 周辺地域の環境の特性 

項目 周辺地域の環境の特性 

環
境
の
特
性 

廃棄物等 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、
発生する廃棄物や土砂については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
及び「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づいて適正に処理及び
処分されている。 

水象 

事業区域及びその周辺の水象の状況は、主要な河川として事業区域の北側
に一級河川である多摩川が位置している。 
事業区域及びその周辺に湧水は確認されておらず、海域も存在しない。 

生物 

事業区域及びその周辺では、北側に流れる多摩川の河川敷に緑地がみら
れ、多摩川における河川水辺の国勢調査では、2014 年にスギナやミゾソバ
等の植物種が確認されており、重要種としては『神奈川県レッドデータブッ
ク 2022 植物編』において準絶滅危惧に指定されているシオクグ等が確認さ
れている。動物種では、2013 年にヒドリガモ、アオサギ等の鳥類が、2021
年にボラ等の魚類が確認されている。重要種としては、『神奈川県レッドデ
ータ生物調査報告書 2006』によると、鳥類では絶滅危惧Ⅱ類に指定されて
いるオオジュリン等が、魚類では絶滅危惧Ⅱ類のマルタ、情報不足のメナダ
等が確認されている。 

なお、事業区域内においては絶滅危惧種等の重要種は確認されていない。 

緑 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、
公園緑地等は存在しない。 
事業区域の最寄りの公園としては、事業区域の北側に中瀬第２公園が、事

業区域の南側に大師西町公園が存在する。これらの公園内は緑化地が整備さ
れているものの、植物相は乏しい状況である。 

人と自然との

ふれあい活動

の場 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、
人と自然とのふれあい活動の場は存在しない。 
事業区域の北側に多摩川が存在している。 

歴史的文化的

遺産 

事業区域の南側にある明長寺及び平間寺には、国指定重要文化財及び市指
定文化財が存在する。 
 なお、事業区域には周知の埋蔵文化財包蔵地及びその他の文化財は存在し
ない。 

景観 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっている。
また、事業区域周辺の土地利用現況は、住宅用地、軽工業用地等となってお
り、事業区域の北側には主に工場や事業所等が存在し、南側には住宅等が存
在している。 
なお、多摩川緑地鈴木町地区、多摩川緑地中瀬地区、大師公園の 3地点は

川崎市景観計画において景観資源に指定されている。 

構造物の影響 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっている。
また、事業区域周辺の土地利用現況は、住宅用地軽工業用地等となっており、
事業区域の北側には工場や事業所等が存在している。 
川崎大師駅の駅舎は事業実施に伴い更新されるが、規模は現状の駅舎と大

きく違わない。 

コミュニティ

施設 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、
教育施設や集会施設等のコミュニティ施設は存在しない。 
事業区域周辺のコミュニティ施設としては、川崎市立川中島小学校及びプ

ラザ大師等が存在している。 

地域交通 

事業区域へ至る主要道路としては一般国道 409号がある。なお、一般国道
409号は、西側約 1.1kmの地点で一般国道 15号と交差している。 
事業区域及びその周辺の主要道路である一般国道 409 号における令和３

年度の道路交通センサス調査結果は、昼間 12時間交通量が 12,130台、昼間
12時間大型車混入率が 28.5％となっている。 
事業区域にかかる踏切としては、鈴木町第１踏切と川崎大師第１踏切の２

つが存在している。 
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表 2.1.2-1(3) 周辺地域の環境の特性 

項目 周辺地域の環境の特性 

環
境
の
特
性 

地形・地質 

事業区域は人工地形である盛土地となっており、事業区域の北側を流れる
多摩川沿いには河原が、事業区域の南側には低地の微高地である自然堤防や
人工地形である盛土地が分布している。 
事業区域の地質は、泥を主とする低湿地堆積物となっている。事業区域の

北側には泥を主とする低湿地堆積物が、事業区域の南側には泥を主とする低
湿地堆積物のほか、砂を主とする自然堤防及び砂州堆積物が分布している。 
川崎大師駅付近の地盤柱状図をみると、地面から地下約 38mまで砂やシル

トを主体とする地盤となっており、約 38mから約 42mまでは軟岩や礫が主体
の固い地盤が存在している。孔内水位は 2.5mである。 

安全 
事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線の路線となっており、

高圧ガス、有害化学物質等を取扱う施設等は存在しない。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 環境影響評価項目の選定等 

 





30 

3. 環境影響評価項目の選定等 

3.1 環境影響要因の抽出 

環境影響評価の予測及び評価にあたっては、対象事業の計画内容、事業区域及びその周辺の環

境特性、地域特性を考慮し、事業実施に伴う環境影響要因（環境影響が想定される行為）を抽出

のうえ、環境影響の予測及び評価を実施する項目を選定した。 

環境影響要因の抽出結果は、表 3.1-1に示すとおりである。 

 

 

表 3.1-1 環境影響要因の抽出 

対象時期 環境影響要因の抽出結果 

工事中 

建設機械の稼働 

工事用車両の走行 

工事の影響 

列車（仮線）の走行 

供用時 

施設の存在 

掘割構造 

地下構造 

駅舎の存在 

施設の供用 
列車の走行 

踏切の除去 

 

3.2 環境影響評価項目の選定 

本事業の環境影響要因と環境影響評価項目の関連表は表 3.2-1に、選定等の理由は表 3.2-2(1)

～(6)に示すとおりである。 
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表 3.2-1 環境影響要因と環境影響評価項目の関連表 

環境影響要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価項目 

工事中 供用時 

施設の存在 施設の供用 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

工
事
の
影
響 

列
車
（
仮
線
）
の
走
行 

掘
割
構
造 

地
下
構
造 

駅
舎
の
存
在 

列
車
の
走
行 

踏
切
の
除
去 

地球環境 温室効果ガス        × ● 

大気 

大気質 ● ●        

悪臭          

上記以外の大気環

境要素 

         

水 

水質   ×  × ×    

水温          

底質          

地盤 

地下水位   ●  ● ●    

地盤沈下   ●  ● ●    

変状   ●  ● ●    

土壌汚染 土壌汚染   ●       

騒音・ 

振動・ 

低周波音 

騒音 ● ●  ●    ×  

振動 ● ●  ●    ×  

低周波音        ×  

廃棄物等 

一般廃棄物          

産業廃棄物   ●       

建設発生土   ●       

水象 

水量・流量・流出

量 

         

湧水          

潮流          

上記以外の水環境

要素 

         

生物 

植物          

動物          

生態系          

緑 
緑の質          

緑の量          

人と自然とのふれ

あい活動の場 

人と自然とのふれ

あい活動の場 

  ×  ×     

歴史的文化的遺産 歴史的文化的遺産          

景観 景観、圧迫感       ●   

構造物の影響 

日照阻害       ×   

テレビ受信障害       × ×  

風害       ×   

コミュニティ施設 コミュニティ施設   ×  ×     

地域交通 

交通安全、交通混

雑 

 ●       ● 

地域分断   ×  ×     

地形・地質 

土砂流出          

崩壊          

斜面安定          

安全 
火災、爆発、化学

物質の漏洩等 

         

     注：  は「川崎市環境影響評価等技術指針」（別表－７－10）に記載の参考項目。 

         ● は選定した項目。 

         × は非選定の項目。 
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表 3.2-2 (1) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 

選定理由、または、 

選定しない理由 

地
球
環
境 

温室効果
ガス 

○ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線
の路線となっている。事業区域周辺は、北側には主に
軽工業用地や運搬施設用地が、東側、南側、西側には
主に住宅用地等がみられ、著しい温室効果ガス発生の
原因となる施設はない。 

【供用時】 

平面構造から地下構造及び掘
割構造への変更であり、列車の走
行自体の温室効果ガスの変化は
少ない。一方で、自動車交通につ
いては、踏切の除去に係る交通の
緩和が、温室効果ガスの排出削減
に貢献することが考えられる。し
たがって、予測評価項目として選
定する。 

大 

気 

大気質 ○ 

事業区域は、現状の京浜急行大師線の路線となってお

り、大気質に著しい影響を及ぼす施設は存在しない。 

事業区域周辺の大気質の測定地点として、一般局であ

る大師測定局と自排局である池上測定局における令和6

年度の測定結果は下表に示すとおりであり、いずれの項

目についても環境基準を達成している。 

測 

定 

局 

項目 
令和 

6 年度 

環境 

基準の 

評価 

大師 

一般局 

NO2(ppm) 年間 98％値 0.035 

〇 SPM(mg/ｍ3) 年間２％除外値 0.036 

池上 

自排局 

NO2(ppm) 年間 98％値 0.043 

SPM(mg/ｍ3) 年間２％除外値 0.039 
 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車

両の走行による大気質への影響
(NO2、SPM の発生)が考えられ
る。したがって、評価項目として
選定する。 
【供用時】 
本事業では、「大気汚染防止法」

に規定される「ばい煙発生施設」、
「一般粉じん発生施設」や「川崎
市公害防止等生活環境の保全に
関する条例」に規定される「排煙
発生施設」等の指定施設は設置し
ない。したがって、評価項目とし
て選定しない。 

悪 臭 － 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線
の路線となっており、著しい悪臭を発生させる施設等
は存在しない。また、事業区域周辺は、北側には主に
軽工業用地や運搬施設用地が、東側、南側、西側には
主に住宅用地等がみられ、著しい悪臭は感知されない。 

【工事中】 
工事中は、塗装工事等におい

て、材料及び施工方法を検討し、
できる限り悪臭の発生抑制に努
める計画である。したがって、評
価項目として選定しない。 
【供用時】 
供用時に、著しい悪臭を生じさ

せる要因はない。したがって、評
価項目として選定しない。 

上記以外の 
大気環境要素 

－ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線
の路線となっている。事業区域周辺は、北側には主に
軽工業用地や運搬施設用地が、東側、南側、西側には
主に住宅用地等がみられ、上記以外の大気環境要素に
係る物質を発生させる施設等はない。 

工事中及び供用時には、上記以
外の大気環境要素に影響を及ぼ
す要因はないことから、評価項目
として選定しない。 

水 

水 質 － 

事業区域及びその周辺の水象の状況は、主要な河川
として事業区域の北側に一級河川である多摩川が位置
している。 
事業区域周辺の公共用水域水質測定地点である多摩

川（大師橋）の pH、BOD、SS 及び DO の測定結果を
みると、いずれの項目も過去５年間（令和元～令和５
年度）にわたって河川Ｂ類型の環境基準に適合してい
る。 
事業区域及びその周辺に湧水及び海域は存在しな

い。 

【工事中】 
工事中の排水は、公共下水道

（合流式）に放流することから、
公共用水域や地下水への水質に
著しい影響を及ぼす要因はない。
したがって、評価項目として選定
しない。 
【供用時】 
供用時における事業区域から

の排水は、公共下水道（合流式）
に放流する。したがって、評価項
目として選定しない。 

水 温 － 

【工事中】 
工事中は、公共用水域の水温に

影響を及ぼす要因はない。した
がって、評価項目として選定しな
い。 
【供用時】 
供用時は、冷排水及び温排水を

排出する施設はない。したがっ
て、評価項目として選定しない。 
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表 3.2-2(2) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 

選定理由、または、 

選定しない理由 

水 底 質 － 

事業区域及びその周辺の水象の状況は、主要な河川

として事業区域の北側に一級河川である多摩川が位置

している。 

事業区域周辺の公共用水域水質測定地点である多摩

川（大師橋）の pH、BOD、SS 及び DO の測定結果を

みると、いずれの項目も過去５年間（令和元～令和５

年度）にわたって河川Ｂ類型の環境基準に適合してい

る。 

事業区域及びその周辺に湧水及び海域は存在しな

い。 

【工事中】 

本事業では、公共用水域の底質

に影響を及ぼす要因はない。した

がって、評価項目として選定しな

い。 

【供用時】 

供用時は、雨水による軌道跡地

からの排水や駅部から排水が発

生するものの、公共下水道（合流

式）へ放流する計画であり、底質

に影響を及ぼす要因はない。した

がって、評価項目として選定しな

い。 

地
盤 

地盤沈下 ○ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大師線

の路線となっており、地下水の汲み上げを行う施設は

存在しない。 

事業区域周辺における令和２～令和６年度の水準基

標の変動は、環境省が地盤沈下の監視目安としている

年間沈下量 20mm 以上に対し、-5.1～+6.4mm となっ

ており、いずれの地点においてもこれを下回っている。 

川崎大師駅付近は、地面から地下約 38m まで砂やシ

ルトを主体とする地盤となっており、約 38m から約

42m までは軟岩や礫が主体の固い地盤が存在してい

る。孔内水位は 2.5m である。 

【工事中】 

本事業では、大規模な地下掘削

を伴う工事を行うことから、地盤

への影響が考えられる。したがっ

て、評価項目として選定する。 

【供用時】 

供用時は、地下構造物が存在す

ることから、地盤への影響が考え

られる。したがって、評価項目と

して選定する。 

地下水位 ○ 

変状 ○ 

土
壌
汚
染 

土壌汚染 ○ 

事業区域において、「土壌汚染対策法」に基づく要措

置区域及び形質変更時要届出区域に指定されている区

域、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」

に基づく汚染区域は確認されていない。 

【工事中】 

土地の改変を行う場所につい

ては、必要に応じて土壌調査を行

い、汚染の有無について確認す

る。したがって、評価項目として

選定する。 

【供用時】 

本事業では、「土壌汚染対策法」

及び「川崎市公害防止等生活環境

の保全に関する条例」に規定され

る特定有害物質は使用しない。し

たがって、評価項目として選定し

ない。 
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表 3.2-2(3) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 

選定理由、または、 

選定しない理由 

騒
音
・
振
動
・
低
周
波
音 

騒 音 ○ 

事業区域及びその周辺の主な騒音及び振動の発
生源としては、現状の京浜急行大師線の路線及び
一般国道 409 号の道路交通等があげられる。 
また、地下での鉄道の供用を開始している小島

新田駅～東門前駅間では、工事中・供用時におい
て低周波音に関する苦情等は寄せられていない。
かつ、事業区域及びその周辺に著しい低周波音を
発生させる恐れのある施設等は存在しない。 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車両

の走行及び仮線の列車の走行によ
る騒音への影響が考えられる。し
たがって、予測・評価項目として
選定する。 

【供用時】 
平面構造から地下構造及び掘割

構造への変更となり、地下から地
上部に繋がる坑口が出現するが、
既存の坑口の騒音測定により、著
しい音の発生は確認されていな
い。また、坑口以外の区間に伴う
騒音も地下化に伴い低減する。し
たがって、評価項目として選定し
ない。 

振 動 ○ 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車両

の走行及び仮線の列車の走行によ
る振動への影響が考えられる。し
たがって、予測・評価項目として
選定する。 

【供用時】 
平面構造から地下構造及び掘割

構造への変更であり、列車の走行
による振動に著しい影響を与える
要因はない。したがって、評価項
目として選定しない。 

低周波音 － 

【工事中及び供用時】 
工事中及び供用時に、著しい低

周波音を生じさせる要因はないこ
とから、評価項目として選定しな
い。 

廃
棄
物
等 

一般廃棄物 － 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大
師線の路線となっており、発生する廃棄物につい
ては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基
づいて適正に処理及び処分されている。 

【供用時】 
本事業で発生する一般廃棄物

は、現状と同じように集積場へ移
動し、分別のうえ保管する。これ
らは、川崎市の許可を受けた業者
に収集・運搬を委託し、事業系一
般廃棄物として適正に処理する計
画である。したがって、評価項目
として選定しない。 

産業廃棄物 ○ 

【工事中】 

建設工事により産業廃棄物が発
生するため、その影響が考えられ
る。したがって、予測・評価項目
として選定する。 

【供用時】 
駅舎の存在により瓶や缶、切符

等の産業廃棄物は発生するが、現
状と同じように川崎市の許可を受
けた業者に収集・運搬を委託し、
産業廃棄物として適正に処理する
計画である。したがって、予測・
評価項目として選定しない。 

建設発生土 ○ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行大
師線の路線となっており、建設発生土が発生する
施設等は存在しない。 

【工事中】 
建設工事により建設発生土が発

生するため、その影響が考えられ
る。したがって、予測・評価項目
として選定する。 
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表 3.2-2 (4) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 

選定理由、または、 

選定しない理由 

水
象 

水量・流量 

・流出量 
－ 

事業区域及びその周辺の水象の状況

は、主要な河川として事業区域の北側に

一級河川である多摩川が位置している。 

【工事中及び供用時】 

工事中の排水及び、供用中の雨

水による路面からの排水や駅部か

ら排水については、公共下水道（合

流式）へ放流する計画であり、水

量、流量、流出量及び海域の潮流

に影響を及ぼす要因はない。した

がって、評価項目として選定しな

い。 

湧水 － 

事業区域及びその周辺に湧水は確認

されていない。また、事業区域に生活用

水供給井戸は存在しない。 

【工事中及び供用時】 

事業区域に湧水は存在せず、本

事業では工事中及び供用時ともに

地下水の揚水はない。したがって、

評価項目として選定しない。 

潮流 － 

事業区域及びその周辺に海域は存在

しない。 

【工事中及び供用時】 

事業区域及びその周辺には海域

は存在しない。したがって、評価

項目として選定しない。 

上記以外の 

水環境要素 
－ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京

浜急行大師線の路線となっており、上記

以外の水環境要素に影響を及ぼす要因

はない。 

【工事中及び供用時】 

本事業では、上記以外の水環境

要素に影響を及ぼす要因はない。

したがって、評価項目として選定

しない。 

生 

物 

植 物 － 

事業区域及びその周辺では、北側に流
れる多摩川の河川敷に緑地がみられ、
「多摩川 河川水辺の国勢調査」による
と、スギナやミゾソバ等の植物種が確認
されており、重要種としてはシオクグ等
が確認されている。一方、動物種では、
ヒドリガモ、アオサギ等の鳥類やボラ等
の魚類が確認されており、重要種として
は、鳥類のオオジュリン等、魚類のマル
タ、メナダ等が確認されている。 
なお、事業区域内においては絶滅危惧

種等の重要種は確認されていない。 

【工事中及び供用時】 

工事中及び供用時ともに植物・

動物の生育環境に著しい影響を与

える要因はない。したがって、評

価項目として選定しない。 
動 物 － 

生態系 － 

緑 
緑の質 － 

事業区域は、そのほとんどが現状の京
浜急行大師線の路線となっており、公園
緑地等は存在しない。 
事業区域の最寄りの公園としては、事

業区域の北側に中瀬第２公園が、事業区
域南側に大師西町公園が存在する。これ
らの公園内は緑化地が整備されている
ものの、植物相は乏しい状況である。 

【工事中及び供用時】 

本事業は鉄道を地下化するもの

であり、緑の質や量を大きく損な

うものではない。したがって、評

価項目として選定しない。 緑の量 － 

人
と
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
活
動
の
場 

人と自然との 

ふれあい活動

の場 

－ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京
浜急行大師線の路線となっており、人と
自然とのふれあい活動の場は存在しな
い。 

事業区域の北側に多摩川が存在して
いる。 

 

 

【工事中及び供用時】 

工事中及び供用時において、人と
自然とのふれあい活動の場に著し
い影響を及ぼす要因はない。した
がって、評価項目として選定しな
い。 
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表 3.2-2 (5) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 選定理由、または、選定しない理由 

歴
史
的
文
化
的
遺
産 

歴史的文化

的遺産 
－ 

事業区域の南側にある明長寺及び平間
寺には、国指定重要文化財及び市指定文
化財が存在する。 

また、国登録有形文化財である川崎河
港水門や、市重要歴史記念物である弘法
大師道標は、川崎市景観計画において景
観資源に指定されている。 

なお、事業区域及びその周辺には、周
知の埋蔵文化財包蔵地及びその他の文化
財は存在しない。 

【工事中及び供用時】 

事業区域周辺には、周知の埋蔵文化財
包蔵地、史跡・指定文化財及びその他の
文化財は存在しない。したがって、評価
項目として選定しない。 

景 

観 

景 観 ○ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京

浜急行大師線の路線となっている。また、

事業区域周辺は、北側には主に軽工業用

地や運搬施設用地が、東側、南側、西側

には主に住宅用地等が存在しており、近

隣の川崎大師表参道・仲見世地区は都市

景観形成地区に指定されている。 

【供用時】 
駅舎が地下及び地上構造のため、景観

への影響が考えられる。したがって、予
測・評価項目として選定する。ただし、
駅舎の最高高さは、周辺建物高さと同程
度であることから、圧迫感は予測・評価
項目として選定しない。 

圧迫感 － 

構
造
物
の
影
響 

日照阻害 － 

事業区域は、そのほとんどが現状の京
浜急行大師線の路線となっている。また、
事業区域周辺は、北側には主に軽工業用
地や運搬施設用地が、東側、南側、西側
には主に住宅用地等が存在している。 

【供用時】 

駅舎については、最高高さは約 13ｍ（3

階建の住居高さ相当）となり、現状と同
様に地上部は 2 階建となる。 

加えて、2 階建部分は建屋の一部分の
設置となり限定的であること、周辺建物
の高さと同程度以下であること、日影が
生じる東、北、南側方向の最寄り住居ま
での距離が 50ｍ以上離れていることか
ら、周辺への日照阻害の影響は大きくな
いと考える。したがって、評価項目とし
て選定しない。 

テレビ 

受信障害 
－ 

【供用時】 

駅舎については、最高高さは約 13ｍ（3

階建の住居高さ相当）となり、現状と同
様に地上部は 2 階建となる。 

加えて、2 階建部分は建屋の一部分の
設置となり限定的であること、周辺建物
の高さと同程度以下であることから、周
辺へのテレビ受信障害の影響はないと考
える。したがって、評価項目として選定
しない。 

風 害 － 

【供用時】 

駅舎の最高高さは約 13ｍ（3 階建の住居
高さ相当）となり、また近隣には、駅舎
よりも高い集合住宅やビルも存在し、駅
舎の建設によって風害が生じる可能性は
低い。したがって、評価項目として選定
しない。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

コミュニ

ティ施設 
－ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京
浜急行大師線の路線となっており、コ
ミュニティ施設は存在しない。 

事業区域周辺のコミュニティ施設とし
ては、川崎市立川中島小学校及びプラザ
大師等が存在している。 

【供用時】 

本事業は、周辺の教育施設や集会施設
等のコミュニティ施設の利用に影響を及
ぼす要因はない。したがって、評価項目
として選定しない。 
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表 3.2-2 (6) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響評価項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
現況の概要 

選定理由、または、 

選定しない理由 

地
域
交
通 

交通安全、 

交通混雑 
○ 

事業区域へ至る主要道路としては一般国道
409 号がある。なお、一般国道 409 号は、西側
約 1.1km の地点で一般国道 15 号と交差してい
る。 

事業区域及びその周辺の主要道路である一般

国道 409 号における令和３年度の道路交通セ

ンサス調査結果は、事業区域最寄りの川崎区中

瀬 3-20 において、昼間 12 時間交通量が 12,130

台、昼間 12 時間大型車混入率が 28.5％となっ

ている。 

【工事中】 

工事用車両の走行による地域交通
への影響が考えられる。したがって、
評価項目として選定する。 

【供用時】 

本事業では、踏切の除去により地域交

通の混雑度の改善に貢献することが

考えられる。したがって、予測評価項

目として選定する。 

地域分断 － 

【工事中及び供用時】 

工事期間中は、仮道を通すことで、

現在の道路の通行形態に大きな変化

を生じさせない計画であるため、工事

中及び供用時に地域分断を生じさせ

る要因はない。したがって、評価項目

として選定しない。 

地
形
・
地
質 

土砂流出 

－ 

事業区域は人工地形である盛土地となって

おり、事業区域の北側を流れる多摩川沿いには

河原が、事業区域南側には低地の微高地である

自然堤防が分布している。 

事業区域の地質は、泥を主とする低湿地堆積

物となっている。事業区域の北側には泥を主と

する低湿地堆積物が、事業区域南側には泥を主

とする低湿地堆積物のほか、砂を主とする自然

堤防及び砂州堆積物が分布している。 

【工事中及び供用時】 

本事業は、平坦な地形に鉄道を地下

化するものであり、地形・地質に著し

い影響を及ぼす要因はない。したがっ

て、評価項目として選定しない。 崩壊 

斜面安定 

安 

全 

火災、爆発、 

化学物質の漏洩等 
－ 

事業区域は、そのほとんどが現状の京浜急行

大師線の路線となっており、高圧ガス、有害化

学物質等を取扱う施設等は存在しない。 

 

【工事中】 

危険物等の貯蔵及び取扱いはない
ことから、安全に影響を及ぼす要因は
ない。したがって、評価項目として選
定しない。 

【供用時】 

本事業では、火災、爆発、化学物質
の漏洩の要因となる行為及び施設は
ないことから、評価項目として選定し
ない。 
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3.3 環境配慮項目 

3.3.1 環境配慮項目の選定 

事業計画の内容と周辺地域の環境特性及び地域特性を考慮し、表 3.3-1に示すとおり環境配慮

項目を選定した。 

 

表 3.3-1 環境配慮項目の選定 

環境配慮項目 
項目の 

選定 
選定理由、または、選定しない理由 

有害化学物質 － 

本事業は現在の鉄道を地下化するものであり、有害

化学物質を使用しないことから、環境配慮項目として

選定しない。 

放射性物質 － 

本事業は現在の鉄道を地下化するものであり、放射

性物質を使用しないことから、環境配慮項目として選

定しない。 

電磁波・電磁界 － 

本事業は現在の鉄道を地下化するものであり、人へ

の影響が懸念される強い電磁波・電磁界を発生させる

施設設置の計画はないことから、環境配慮項目として

選定しない。 

光害 － 

本事業は現在の鉄道を地下化するものであり、周辺

の生活環境に影響を及ぼす照明を行う計画はないこと

から、環境配慮項目として選定しない。 

地震時等の災害 ○ 

事業区域は軟弱地盤上に位置しており、ボーリング

データを踏まえた耐震設計を行うものの、地震時等の

災害の発生時における配慮が求められることから、環

境配慮項目として選定する。 

生物多様性 － 

本事業は現在の鉄道を地下化にするものであり、生

物多様性の保全に影響を及ぼす計画はないことから、

環境配慮項目として選定しない。 

地球温暖化対策 ○ 

工事中及び供用時において、エネルギー使用による

二酸化炭素等が排出されるため、環境配慮項目として

選定する。 

気候変動の影響への適応 ○ 

事業区域の付近には多摩川が流れており、近年の気

候変動の影響を受けた水害の発生が懸念されることか

ら、環境配慮項目として選定する。 

酸性雨 － 

本事業は現在の地下化するものであり、工事中及び

供用時における酸性雨の起因物質（硫黄酸化物、窒素

酸化物等）の著しい発生はないため、環境配慮項目と

して選定しない。 

資源 ○ 
工事中において、資源の有効利用への配慮が求めら

れるため、環境配慮項目として選定する。 

注）○：選定した項目、－：選定しない項目 
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3.3.2 環境配慮方針 

選定した環境配慮項目の環境配慮方針は、表 3.3-2に示すとおりである。 

 

表 3.3-2 環境配慮方針 

選定した環境配慮項目 
環境配慮方針 

工事中 供用時 

地震時等の災害 ― 

・耐震性の確保に努める。 

・災害発生時の利用者の 

安全の確保を図る。 

地球温暖化対策 

・建設機械及び工事用車両

について、アイドリング

ストップ等のエコドラ

イブの実施をはじめと

する効率的な使用等に

より、温室効果ガスの低

減を図る。 

・新設する駅舎に断熱材を

使用して断熱性能を向

上することで、省エネル

ギー化を図り地球温暖

化の抑制に努める。 

・川崎市地球温暖化対策等

の推進に関する条例に

基づき、太陽光パネルを

設置することで、温室効

果ガスの排出削減に努

める。 

気候変動の影響への適応 ― 

・施設の状況に応じた浸水

防止設備及び必要な排

水量に応じた排水設備

を設ける。 

資源 

・建設資材の有効利用、再

利用を図る。 

・水資源の有効利用を図

る。 

・構造物の長寿命化につい

て検討する。 

 

 

 

 

 

 

 


